






コスタリカ

バングラデシュUAE

： 発効済の国・地域 ： 交渉中の国・地域

ベトナム（2009年10月）
インド（2011年8月）
ペルー（2012年3月）
豪州（2015年1月）
モンゴル（2016年6月）
CPTPP（2018年12月）
EU（2019年2月）
米国（2020年1月）
英国（2021年1月）
RCEP（2022年1月）

シンガポール（2002年11月（07年9月改定））
メキシコ（2005年（12年4月改定））
マレーシア（2006年7月）
チリ（2007年9月）
タイ（2007年11月）
インドネシア（2008年7月）
ブルネイ（2008年7月）
ASEAN（2008年12月）
フィリピン（2008年12月）
スイス（2009年9月）

発効済

（2025年11月現在）



輸出入の際、物品には「統計品目番号」という背番号がふられます。この統計品目番
号ごとに関税引下げ対象が決められています。そのため、まずは輸入する物品の統
計品目番号を特定しましょう。

統計品目番号も、世界で話し合って
共通の番号を決めているよ。

※流通する品物が時代と共に変わることから、統計品目番号は定期的に改正されます。
　ご利用される協定が採用している統計品目番号のバージョンをご確認ください。

（2025年11月現在）

日シンガポール、日メキシコ、日マレーシア、日チリ、日タイ
日インドネシア、日ブルネイ、日ASEAN、日フィリピン

日スイス、日ベトナム、日インド、日ペルー

日EU、日米貿易協定、日英

日オーストラリア、日モンゴル、 CPTPP、 RCEP

HS2002

HS2007

HS2012

HS2017







「EPA・原産地規則ポータル」




